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平成25年4月4日

都道府県医師会　介護保険担当理事　　殿

日本医師会常任理事

　　高杉　敬久

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間および要支援認定有効期間の

　　　　　特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について

　東日本大震災に対処するための要介護認定に係る有効期間につきましては、平成24年4月

10日付（介4）「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間および要支援認定有効期

間の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について」にてご連絡いたしましたとお

り、東日本大震災により被災した市町村における要介護認定に係る事務処理が膨大となる等

の課題に対処するため、厚生労働省は本年3月31目までの措置として、市町村の判断で従

来の要介護認定有効期間の満了日を最大12ヶ月延長することができる特例省令を公布して

おりました。

　しかしながら、被災した市町村においては、現在も要介護認定等に係る事務を行うことが

困難となっている状況が継続していることから、今般厚生労働省は、災害救助法が適用され

た市町村の区域（岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。）内に住

所を有する被保険者については当該特例措置を本年9月30目まで延長する旨の省令を公布

し、本年3月28日より施行されることとなりました。

　また併せて、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、多数の

住民がその属する市町村の区域外に避難を余儀なくされた事態に対処するため、これまでも

避難住民に係る要介護認定等の事務については避難先の市町村において処理することとされ

ております。東日本大震災の発生から2年が経過しておりますが、現在でも多くの住民が避

難を余儀なくされている状況が継続していることから、厚生労働省は各都道府県行政に対し、

改めて避難先の市町村において要介護認定等に関する事務が円滑に実施されるよう事務連絡

を発出しております。

　つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会



へ周知方宜しくお願い申し上げます。

記

（添付資料）

・「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の

一部を改正する省令の施行について」の送付について

　　（老老発0402第2号　平25．4．2厚生労働省老健局老人保健課長通知）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



勢

⑤ 老老発0402第2号
平成25年4月2目

公益社団法人日本医師会

　介護保険担当理事殿

　　　　　　　　　　　　　冒蝋蝦

厚生労働省老健局老人保健課　　薩蔭蟄尼

　　　　　　　　　　　　　臑噛藷膿

「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間

の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の送付について

　日頃より、介護保険制度の円滑な実施に御尽力いただきまして厚く御礼申し

上げます。

　さて、標記につきましては、別添の通知を平成25年3月28目付けで各都

道府県知事宛て送付いたしましたので、その趣旨を御了知いただき、傘下会員

に対する御周知方よろしくお願いいたします。



老発0328第5号
平成25年3月28日

各都道府県知事　殿

厚生労働省老健局長

　　（公印省略）

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間

　　　の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について

　東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例

に関する省令の一部を改正する省令（平成25年厚生労働省令第36号。以下「改正

省令」という。）が、本日公布及び施行されたところである。

　改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村（特

別区を含む。）、関係者、関係団体等に対し、周知徹底を図られたい。

記

1　改正省令の内容

（1）要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について（第4条第1項関係）

　東日本大震災に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町

村の区域（※）内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間（介護保険法

施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。）第38条第1項

に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。）及び要支援認定有効期間（規

則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。）については、

現在の期間に新たに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算すること。



（※）岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、

　同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡

　飯舘村の区域に限る。

（2）当該措置の対象について（第4条第2項関係）

　当該措置は、平成25年4月1日から同年9月30目までの間に第4条第1項の

規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効

期間について適用すること。

2　施行期日

　改正省令は、公布の日から施行すること。



國8（号外第65号）報官木曜日平成25年3月28日
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事　　務　　連　　絡、

平成25年3月28日

各都道府県介護保険主管部（局）　御中

厚生労働省老健局

　　　　　振　興　課

　　　　　老人保健課

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係

る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に基づく要介護認定等に関

する事務の実施について（依頼）　　　　　　　　　　　　　’

　介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、原子力発電所の事疎による災害の影響により多数の住民がその属する市町村

の区域外に避難を余儀なくされた事態に対処するため、東日本大震災における原子力

発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移

転者に係る措置に関する法律（平成23年法律第98号）　（以下「原発避難者特例法」

という。）が平成23年8月12目に施行され、避難住民に係る事務を避難先の地方公

共団体において処理することとすることができる特例が設けられているところです。

　また、原発避難者特例法第5条第1項の規定に基づく指定市町村から避難住民に関

する事務の届出を踏まえ、同条第3項の規定に基づき、平成23年11月15日に、避難

住民に係る事務が告示されているところです。

　これにより、要介護認定及び要支援認定に関する事務や介護予防等のための地域支

援事業に関する事務（以下「要介護認定等に関する事務」という。）についても、指

定市町村において処理することが困難な事務であるとして、避難先の市区町村におい

て処理することとされているところです。

　東日本大震災の発生から2年が経過しておりますが、現在でも、福島県の市町村を

対象に警戒区域等が設定されており、多くの住民が避難を余儀なくされている状況が

継続しています。このため、避難住民に係る要介護認定等に関する事務が円滑に実施



されるためには、引き続き、避難先の市区町村において、原発避難者特例法に基づき

要介護認定等に関する事務を実施していただくことが必要です。

　つきましては、今般、別添のとおり原発避難者特例法に基づく要介護認定等に関す

る事務処理手順や関連通知を送付いたしますので、避難先市区町村において避難住民

に係る要介護認定等に関する事務が円滑に実施されるよう、貴都道府県内の市区町村

に対して周知徹底していただくようよろしくお願いいたします。

厚生労働省老健局老人保健課

介護認定係保積高山

電話：03－5253－1111（内線3944）
e－mai　l：takayama－y6shiaki＠mhlw．go．jp



（別添1）

原発避難者特例法に基づく要介護認定等に関する事務処理について

1．指定市町村から避難先市区町村への避難住民に関する情報の通知

　避難住民に係る事務を避難先市区町村が処理するためには、原発避難者特例法

に基づき告示された指定市町村（注1）から避難先市区町村へ避難住民の情報（注2）

を通知する必要がある。

　当該通知は、福島県と避難先の都道府県を介して行われることになっており、具体

的には、毎月1回、福島県が指定市町村の直近の避難住民の情報をとりまとめ、避

難先都道府県を経由して避難先市区町村へ通知される。

　このため、別途、指定市町村から避難先市区町村へ事務処理を依頼する必要はな

い。

　（注1）いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、

　　　双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

　（注2）避難住民の氏名、生年月日、性別、住所及び避難場所

2．避難先市区町村が事務を処理する場合の流

（1）要介護認定（要支援認定も含む。）について（別紙参照）

①避難先市区町村は、避難住民からの要介護認定の申請を受理し、避難住民に

　係る介護保険の資格の有無を指定市町村に確認する。

②避難先市区町村は、申請者について、自市町村の住民と同様の手続きにより、

　要介護認定をする。

③避難先市区町村は、要介護認定をしたときは、その結果を避難住民に通知す

　る。

④避難先市区町村は、認定調査票や主治医意見書等の関係書類（注3）の写しを

　指定市町村へ送付する。

　　（注3）要介護認定申請書、認定調査票、主治医意見書、一次判定結果、

　　　要介護認定結果通知、審査会議事録など

⑤指定市町村は、被保険者証を避難住民に発行する。

⑥指定市町村は、認定支援ネットワークにより要介護認定情報を厚生労働省へ送

　信ずる。また、受給者台帳情報を国民健康保険連合会へ送付する。

（2）介護予防等のための地域支援事業について

　避難先市区町村は、その住民及び避難住民に対して介護予防等のための地域

！支援事業を実施する。
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3．避難先市区町村が事務を実施する場合の費用負担について

　原発避難者特例法に基づく要介護認定等に関する事務処理により避難先市区町

村において新たに生じる費用負担については、国において必要な財政上の措置が講

じられることとなっている。財政措置に関する詳細は、避難先市区町村における財政

主管課にご照会いただきたい。なお、平成24年度においては特別交付税措置が講じ

られ亡いる。

　また、避難先市区町村における地域支援事業に関する事務処理に要する経費の

うち国負担分については、平成20年5月23日厚生労働省発老第0523003号厚生労
働事務次官通知「地域支援事業交付金の交付について」に基づく国庫負担の対象経

費となるので、避難先市区町村において計上する。

（参考）避難住民に係る地域支援事業に関する事務処理に要する経費の財政措置

　　について（平成24年度）

　　・国庫負担分　　　：地域支援事業交付金にて対応

　　・都道府県負担分：特別交付税にて対応

　　・市町村負担分　　：特別交付税にて対応

　　・介護保険料：（1号保険料）特別交付税にて対応

　　　　　　　　（2号保険料）社会保険診療報酬支払基金からの地域支援事

　　　　　　　　　　　　　業支援交付金にて対応
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原発避難者特例法に基づく要介護認定について想定される事務の流れ （別紙）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝：（※1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド≡毎月1回、福島県が指定市町村の避難者情報をi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡とりまとめ、避難先都道府県へ通知する。避難　i

i先市区町村へは避難先都道府県を経由して通　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：知される。避難先市区町村は、この避難住民の≡

≡情報の通知により、要介護認定等に関する特例≡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ：事務を処理するものとする。　　　　　　　　＝
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（※2）関係書類（写）

・要介護認定申請書

・認定調査票

・主治医意見書

・一沐ｻ定結果
・要介護認定結果通知

・審査会議事録など



（別添2）

過去に発出されている関連通知等



総行行第120号
平成23年8月19目

各都道府県知事　　　殿
各都道府県議会議長　殿

総　　務　　大　　臣

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための

避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

等の施行について（通知）

　東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係

る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律（平成23年法律第98

号。以下「法」という。）は、平成23年8月12日に公布され、回目施行することと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のなりました。また、これに併せて、東日本大震災における原子力発電所の事故による災

害に対処するためあ避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する

法律施行規則（平成23年総務省令第119号。以下「総務省令」という。）が平成2

3年8月19目に公布され、回目施行することとなりました。

　貴職におかれては、下記事項に留意の上、適切な運用がなされるよう、格別の配慮を

されるとともに、貴都道府県内の市町村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願

います。

　なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に基

づく技術的な助言であることを申し添えます。

記

第1　趣旨に関する事項（法第1条関係）

　　この法律は、平成23年3月f1日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力

　発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避

　難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係

　る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設

　けるとともに、住所移転者に係る措置を定めるものとすること。
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第2　定義に関する事項（法第2条関係）

　1　この法律において「指定市町村」とは、第3の1により指定された市町村をいう

　　ものとすること。

　2　この法律において「指定都道府県」とは、指定市町村の区域を包括する都道府県

　　をいうものとすること。

　3　この法律において「避難住民」とは、指定市町村の住民基本台帳に記録されてい

　　る者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものをいうものとすること。

　4　この法律において「住所移転者」とは、平成23年3月11目において指定市町

　　村の区域内に住所を有していた者のうち、当該指定市町村以外の市町村の住民基本

　　台帳に記録されているものをいうものとすること。

　5　この法律において「特定住所移転者」とは、住所移転者のうち、指定市町村の条

　　例で定めるところにより、当該指定市町村の長に対し、第10の1から3までに定

　　める施策の対象となることを希望する旨の申出をしたものをいうものとすること。

　　　なお、指定市町村の条例には、住所移転者の申出の手続（申出事項・申出書の様

　　式）、申出事項についての指定都道府県への情報提供などについて定めることが考

　　えられること。

第3　指定市町村の指定等に関する事項（法第3条関係）

　1　総務大臣は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子

　　力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第

　　3項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県

　　知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域をその区域に含む市町村で

　　あって、その住民が当該市町村の区域外に避難することを余儀なくされているもの

　　を、指定市町村として指定することができるものとすること。

　　①　原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される

　　　災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

　　②　住民に対し避難のための立退き又は屋内への退避を行うことを求める指示、勧

　　　告、助言その他の行為を行うことの指示

　　③　住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを

　　　求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示

　　④①から③までのほか、これらに類するものとして政令で定める指示

　2　総務大臣は、1による指定をしょうとするときは、あらかじめ指定しようとする

　　市町村を包括する都道府県の知事の意見を聴き、その意見を尊重しなければならな

　　いものとすること。

　3　2により都道府県知事が総務大臣に意見を述べるに当たっては、あらかじめ当該

　　市町村の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないものとすること。

　4　総務大臣は、1による指定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならな

　　いものとすること。
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第4　避難住民の届出等に関する事項（法第4条・総務省令関係）

　1　第3の4による指定市町村の告示の目（以下r告示日」という。）において当該

　　指定市町村の避難住民である者は、告示目から14日以内に、総務省令で定めると

　　ころにより、当該指定市町村の長にその避難している場所（以下「避難場所」とい

　　う。）を届け出なければならないものとすること。ただし、当該避難住民が、告示

　　目前に当該指定市町村の長に当該届出に相当する行為をした場台であって、当該行

　　為に係る避難場所が告示目における避難場所であるときは、この限りでないものと

　　すること。

　　　なお、　「当該届出に相当する行為をした場合」としては、告示目前に指定市町村

　　に避難場所等の情報を届け出ている場合や、全国避難者情報システムに基づいて避

　　難先の市町村に対して情報提供書面を提出し、避難先の市町村から指定市町村に情

　　報提供がなされている場合が考えられること。

　2　告示日後に新たに避難住民となった者は、避難住民となった日から14日以内に、

　　総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の長にその避難場所を届け出なけ

　　ればならないものとすること。

　3　1又は2による届出をした避難住民は、避難場所を移したとき又は避難住民でな

　　くなったときは、避難場所を移した日又は避難住民でなくなった日から14目以内

　　に、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の長にその旨を届け出なけれ

　　ばならないものとすること。

　4　1から3までによる届出の方法については、以下のとおり総務省令で定めるもの

　　とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　（1）1から3までによる届出は、総務省令の別記様式に準じて作成する届出書を

　　　　指定市町村の長に提出することによって行うものとすること。

　　（2）　（1）による届出書の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関す

　　　　る法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定す

　　　　る特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができ

　　　　るものとすること。

　　（3）　（1）及び（2）にかかわらず、　（1）に規定する届出書を当該届出をする

　　　’避難住民の避難場所をその区域に含む市町村の長が受け付け、当該市町村の長

　　　　が、当該届出に係る事項を当該市町村の長の使用に係る電子計算機（入出力装

　　　　置を含む。以下同じ。）と指定市町村の長の使用に係る電子計算機とを電気通

　　　　信回線で接続した電子情報処理組織を用いて指定市町村の長に伝達した場合は、

　　　　その受け付けた日に（1）の規定により届出書が提出されたものとみなすもの

　　　　とすること。

　　　　　これは、全国避難者情報システムに基づいて避難先の市町村に対して情報提

　　　　供書面を提出し、避難先の市町村から指定市町村に情報提供がなされる場合が

　　　　考えられること。

　5　4（1）から（3）までの場合においては、指定市町村の長又は避難先市町村の

　　長は、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、
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許可証若しくは資格証明書等（本人の写真が貼付されたものに限る。）であって指

定市町村の長が適当と認める書類を提示する方法その他これに準ずるものとして

指定市町村の長又は避難先市町村の長が適当と認める方法により、可能な限り届出

人が本人であることを確認すること。

6　指定市町村の長は、1から3までによる届出を受けたときは、遅滞なく、当該届

出に係る事項を指定都道府県の知事に通知するものとすること。

第5　避難住民に関する特定の事務の届出等に関する事項（法第5条関係）

　1　指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、法律又はこれに基づく政令により当

　　該指定市町村又は指定都道府県が処理することとされている事務のうち避難住民に

　　関するものであって、当該指定市町村又は指定都道府県が処理することが困難であ

　　るものがあるときは、総務大臣に対し、当該事務の範囲を届け出ることができるも

　　のとすること。

　　　なお、指定市町村の長が届出をするときは、指定都道府県の知事を経由するもの

　　とされていることから、指定都道府県においては、避難先の市町村又は都道府県に

　　おける事務処理が円滑に行われるよう、指定市町村ごとに届け出ようとする事務の

　　範囲について、適宜調整を図られたいこと。

　2　総務大臣は、1による届出を受けたときは、当該届出をした指定市町村又信指定

　　都道府県の名称及び当該届出に係る事務の範囲を告示するとともに、国の関係行政

　　機関の長に通知しなければならないものとすること。

第6　避難住民に係る事務処理の特例等に関する事項（法第6条及び第7条関係）

　1　指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、第5の2により告示された事務（以

　　下「特例事務」という。）について、避難住民の避難場所をその区域に含む市町村

　　又は都道府県であって法律又はこれに基づく政令により特例事務と同種の事務を処

　　理することとされているもの（以下r避難先団体」という。）の長に当該避難住民

　　の氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び避難場所を通知することにより、当該

　　避難先団体が処理することとすることができるものとすること。

　2　1の通知を受けた避難先団体は、当該通知に係る避難住民（5の通知に係る避難

　　住民を除く。）に関する特例事務を処理するものとすること。

　3　1及び2は、特例事務のうち、避難住民の避難の状況その他の事情を勘案して特

　　定の避難先団体においては処理することを要しないと認めるものについて、指定市

　　町村の長又は指定都道府県の知事が当該避難先団体の長に対してその旨を通知した

　　場合における当該特例事務については、適用しないものとすること。

　4　3の通知を受けた避難先団体の長は、直ちに当該通知をした指定市町村又は推定

　　都道府県の名称及び当該通知を受けた特例事務を告示しなければならないものとす

　　ること。

　5　指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、1の通知に係る避難住民が当該避難

　　先団体の区域内の場所を避難場所とする避難住民でなくなったことを知ったときは、
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直ちにその旨を当該避難先団体の長に通知しなければならないものとすること。

6　5の場合のほか、指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、1の通知に係る避

難住民に関し通知された事項に変更があったこと又は誤りがあることを知ったとき

は、直ちにその旨を当該避難先団体の長に通知しなければならないものとすること。

7　指定市町村の長は、1、5又は6の通知をしょうとする場合において、避難先団

体が市町村であるときは、指定都道府県の知事及び避難先団体を包括する都道府県

の知事を経由して行うものとし、避難先団体が都道府県であるときは、指定都道府

県の知事を経由して行うものとすること。

8　指定都道府県の知事は、1、5又は6の通知をしょうとする場合において、避難

先団体が市町村であるときは、避難先団体を包括する都道府県の知事を経由して行

　うものとすること。

第7　避難住民に係る事務処理の特例に係る法令の規定の適用に関する事項（法第8条

　関係）

　　第6の2により特例事務を避難先団体が処理する場合においては、当該避難先団体

　が特例事務と同種の事務を処理する場合に適用される法令の規定が適用されるもの

　とすること。

第8　避難住民に係る事務処理の特例に係る費用の負担に関する事項（法第9条関係）

　1　第6の2により避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、指定市

　　町村又は指定都道府県において経費を負担する事務として総務大臣が国の関係行政

　　機関の長と協議して告示で定める事務に要する経費を除き、当該避難先団体が負担

　　するものとすること。

　2　国は、1により避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ず

　　るものとすること。

第9　避難住民に対する役務の提供に関する努力義務に関する事項（法第10条関係）

　1　第6の1の通知を受けた避難先団体は、その住民に対して行っている役務の提供

　　であって法律又はこれに基づく政令により当該避難先団体が処理することとされて

　　いる事務に係るもの以外のものを、第6の1の通知に係る避難住民に対しても行う

　　よう努めるものとすること。

　2　国は、第6の1の通知を受けた避難先団体が第6の1の通知に係る避難住民に対

　　して1に規定する役務の提供を行った場合には、当該役務の提供に要する経費につ

　　いて、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとすること。

第10　特定住所移転者に係る施策等に関する事項（法第11条関係）

　1　指定市町村及び指定都道府県は、特定住所移転者に対し、当該指定市町村又は指

　　定都道府県に関する情報であって当該特定住所移転者との関係の維持に資するもの

　　を提供するものとすること。
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2　指定市町村及び指定都道府県は、特定住所移転者の指定市町村の区域への訪問の

事業その他特定住所移転者と指定市町村の住民との交流を促進するための事業の推

進に努めるものとすること。

3　1及び2のほか、指定市町村及び指定都道府県は、特定住所移転者との関係の維

持に資する施策を講ずるよう努めるものとすること。

4　国は、指定市町村及び指定都道府県が1から3までに定める施策を実施するため

に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとすること。

第11　住所移転者協議会に関する事項（法第12条関係）

　1　指定市町村は、条例で定めるところにより、住所移転者協議会を置くことができ

　　るものとすること。

　2　住所移転者協議会の構成員は、特定住所移転者のうちから、指定市町村の長が選

　　任するものとすること。

　3　住所移転者協議会の構成員の任期は、条例で定める期間とすること。

　4　住所移転者協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができるものと

　　すること。

　5　住所移転者協議会は、第10の1から3までに定める施策に関する事項のうち、

　　指定市町村の長その他の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、

　　審議し、指定市町村の長その他の機関に意見を述べることができるものとすること。

　6　指定市町村の長その他の機関は、5の意見を勘案し、必要があると認めるときは、

　　適切な措置を講じなければならないものとすること。

　7　1～6に定めるもののほか、住所移転者協議会の構成員の定数その他の住所移転

　　者協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定めるものとすること。

第12　施行期日等に関する事項

　1　この法律は、公布の目から施行するものとすること。　（附則第1条関係〉

　2　この法律の施行の日から住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成21年法律

　　第77号）附則第1条第一号に掲げる規定の施行の目の前日までの間におけるこの

　　法律の規定の適用については、第2の3及び4中「住民基本台帳に記録されている」

　　とあるのは、　「住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている」

　　とするものとすること。　（附則第2条関係）

　3　国は、この法律に定めるもののほか、東日本大震災の影響によりその属する市町

　　村の区域外に避難することを余儀なくされている住民に対し、その要因が解消され

　　るまでの間、地方公共団体が適切に役務を提供することができるようにするため、

　　この法律の規定に基づく避難住民に係る措置に準じて、必要な措置を講ずるものと

　　すること。　（附則第3条関係）

　　　なお、国が講ずる措置については、避難住民に係る措置の運用状況等を踏まえ、

　　別途通知を行う予定であること。
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総行行第203号
平成23年11月15日

各都道府県総務部長殿
（市町村担当課扱い）

総務省自治行政局行政課長

　　（公印省略）

避難住民に関する特定の事務の告示等について（通知）

　東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民

に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律（平成23年法律第9

8号。以下「法」という。）第5条第1項の規定に基づき、指定県及び指定市町村か

ら避難住民に関する特定の事務（法律又は政令により指定市町村又は指定県が処理す

ることとされている事務のうち避難住民に関するものであって、当該団体が処理する

ことが困難であるもの）の届出があり、同条第3項の規定に基づき、平成23年11

月15目付けで当該事務を告示しました。

　今般告示された事務（以下「特例事務」という。特例事務の範囲については別添告

示を参照。）については、今後、法第6条第1項の規定に基づき指定県又は指定市町

村から避難住民の避難場所等を通知することにより避難先団体が処理することとなり

ます。貴職におかれては、下記事項に留意の上、法の適切な運用について格別のご配

慮をいただくとともに、貴都道府県の関係部局及び貴都道府県内の市町村に対しても

この旨周知願います。

　なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に

基づく技術的な助言であることを申し添えます。

記

第1　避難住民に係る事務処理の特例等に関する事項（法第6条及び第7条関係）

　　避難先団体において特例事務を処理するにあたり、一定の準備期間が必要となる

　ことから、特例事務の告示の施行目を平成24年1月1目としていること。怯に基

　づく避難住民の避難場所等の通知については告示の施行後に行われることとなる

　が、指定県及び指定市町村は、平成23年11月15目以降、避難先団体における



事務処理の準備のため、避難住民の避難場所等の情報その他の事務処理に必要な情

報を、個人情報の取扱いに留意の上、提供されたいこと。告示の施行日までの間の

指定県又は指定市町村からの事務の引継ぎ等について遺漏のないよう準備を行わ

れたいこと。

　なお、事務の引継ぎにあたっての留意事項や、国庫補助負担金の交付先を避難住

民に係る事務を処理した避難先団体とする際の手続等については、関係各省から各

都道府県に対しできるだけ早期に助言するよう依頼しているところ。当該助言があ

った場合には、市町村担当課を含む関係各課において情報を共有すること。

第2　避難住民に係る事務処理の特例に係る費用に関する事項（法第9条関係）

　　特例事務の処理に要する経費については、国庫補助負担金については避難住民に

　係る事務を処理した避難先団体に交付することとし、また、避難先団体において新

　たに生じる負担については、所要の地方財政措置を講じることとしており、今年度

　は所要の特別交付税措置を講じる予定であること。

第3　避難住民に対する役務の提供に関する努力義務に関する事項（法第10条関係）

　　法第10条第1項の規定により、避難先団体において住民に対して行っている役

務の提供であって法律又は政令により処理することとされている事務に係るもの

　以外のものについては、避難住民に対しても行うよう努めることとされたことから、

　避難住民に対する役務の提供についても配慮をされたいこと。

第4　東目本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置に関する事項（法

　附則第3条関係）

　　特例事務とされた事務については、避難住民以外の者であって、東日本大震災の

　影響によりその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされているもの

　（以下「区域外避難者」という。）に係る事務処理についても困難である場合が想

　定されることから、必要に応じて地方自治法上の事務の委託を行うなど、避難元団

　体又は避難先団体において適切に処理するよう配慮されたいこと。

　　避難先団体において住民に対して行っている役務の提供であって法律又は政令に

　より処理することとされている事務に係るもの以外のものについては、法第10条

　第1項の趣旨を踏まえ、区域外避難者に対する役務の提供についても配慮をされた

　いこと。

　第3及び第4で示した法第10条第1項及び附則第3条の規定に基づく事務処理

に関して新たに生じる負担を含め、今年度、避難者の受入れに要する経費や被災団

体における特別の財政需要について、所要の特別交付税措置を講じる予定であるこ

と。
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一 れ　む　十　予条 と　び れ第用　十
条 て　。六　防　’ と　第 て　一　す　九

及 い　）　条接第 さ　五 い　章　る　条

び る　の　＿　種　七 れ　十 る　の　場　及
第 事規第法条 て　六 事規合　び
十 務定　二施　の い　条 務　定　を　第

二 に　十　行　二 る　の に含三
条 よ　三令　’ 事規 よ　む　十

並 り　条第第 務定 り　。八
び』 市　に　四　三 に 市）条
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法・老 六児 号和　学三
律人 年童 ）三校年
第福 法扶 十保法
百祉 律養 三健律
三　法 第手 年安第
十　＿ 二　当 政全五
三　昭 百　法 令　法十
号和 三　（ 第施　六
）　三 、十　昭 百．行　号

十 八　和 七令）
八 号　三 十　＿　及

年 ）　十 四　昭　び

す七　部　老 と　九　’二児 二

る　条分人 と　条第条童 方　　　る　規　に

こ　及　に　福 さ　及　二　’扶 公学事定学
と　び　限祉 れび十第養 共校務　に校
と　第　る　法 て　第　八　十手 団　保　　　よ　保

さ　二　。第 い　三条　四　当 体健　　　り　健
れ　十　）　五 る　十　’条法　・ が　安　　　市安
て　八　’条 事．条第　か第 処　全　　　町　全

い　条　第　の 務　の　二　ら　四 理法　　　村法
る　の　十　四 規十第条 す第　　　が　施

事規一第 定　八　十　　’ る　二　　　処行

務定条一 に　条　六第 こ　十　　　理令

に　’項 よ　の　条六 と　四　　　す第

よ　第＿ り　二　ま　条 と　条　　　る　三

り　十第 市第　で　’ さ　の　　　こ　条

市　二十 が　一　’第 れ規　　　と　及

町条一 処項第八 て　定　　　と　び

村　’条 理　’二条 い　に　　　さ　第

が　第　に す第十　’ る　よ　　　れ　四

処　二係 る　二三第 事　り　　て　条
理　十　る こ　十条十 務地　　　い　の
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特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
及
び

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

五
十
年
政
令
第
二
百
七
号
）

一
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第

　
十
七
条
並
び
に
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
；

　
十
四
条
（
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に

　
よ
り
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

二
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第

　
十
六
条
（
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
扶
養
手
当

　
法
第
八
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
が
処

　
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

三
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第

　
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行

　
政
庁
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

四
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
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こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法

母
子
保
健
法
第
八
条
の
二
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま

律
第
百
四
十
一
号
）

で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

介
護
保
険
法
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
、
第

第
百
二
十
三
号
）

四
章
第
二
節
、
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
一
項
及
び
第

四
項
、
第
百
十
五
条
の
四
十
五
並
び
に
第
百
十
五
条
の

四
十
六
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十

障
害
者
自
立
支
援
法
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二

七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及

章
第
二
節
第
二
款
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令

び
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令

第
二
章
第
二
節
第
二
款
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
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（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
一
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

届
出
を
し
た
指
定
町
村
の
名
称

届
出
に
係
る
事
務
の
範
囲

法
律
又
は
政
令

事
務

福
島
県
　
川
俣
町
　
広
野
町
　
楢
葉
町
　
富
岡
町
　
大
熊
町
　
双
葉
町
　
浪
江
町

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
及
び
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）

学
校
教
育
法
第
十
八
条
、
第
十
九
条
及
び
第
三
十
八
条
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
学
校
教
育
法
施
行
令
第
一
章
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
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川
内
村

葛
尾
村

飯
舘
村

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年

予
防
接
種
法
第
三
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
三

法
律
第
六
十
八
号
）
及
び
予
防

章
及
び
第
二
十
四
条
並
び
に
予
防
接
種
法
施
行
令
第
四

接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三

条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
（
第
二
十
三
条
に

年
政
令
第
百
九
十
七
号
）

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十

一
　
学
校
保
健
安
全
法
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
並
び

三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
及
び

に
学
校
保
健
安
全
法
施
行
令
第
三
条
及
び
第
四
条
の

学
校
保
健
安
全
法
施
行
令
（
昭

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

和
三
十
三
年
政
令
第
百
七
十
四

る
事
務

号
）

二
　
学
校
保
健
安
全
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
地

方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年

老
人
福
祉
法
第
五
条
の
四
第
一
項
（
第
十
一
条
に
係
る

法
律
第
百
三
十
三
号
）

部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十

七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
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び七障 第介 律母
障年害 百護 第子
害法者 二保 百保
者律　自 十険 四　健

自　第立 三法 1十　法
立　百支 号＿ 一　（

支二援 ）　平 号　昭

援十法 成 ）　和

法　三＿ 九 四

施　号平 年 十

行）成 法 年

令及十 律 法

第章障 れ　四　四　四　介 事規　で母 す

二第，害 て　十項章護 務定　’子 る

章　二者 い　六　’第保 に　第保 こ

第節　自 る　の　第　二　険 よ　十健 と

二第　立 事規　百節法 り　五　法 と

節　二支 務定十　’第 市条第 さ

第款援 に　五第十 町　　’八 れ

二　並　法 よ　条　百　四 村第条 て

款び第 り　の　十条 が　十　の い

の　に　十 市　四　五　’ 処　六　二 る

規　障五 町十条第 理条　’ 事

定害条 村五　の　十 す及第 務

に者　’ が　並　四　五 る　び　十

よ　自　第 処　び．十条 こ　第条
り　立　十 理　に　四　　’ と　十　か

市支　六 す第第第 と　七　ら

町援条 る　百　一　十 さ　条第

村法及 こ　十項　九 れ第十
が　施　び と　五及条 て　一　三

処行第 と　条び　’ い　項条

理令二 さ　の第第 る　の　ま
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（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭

児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
福
祉

和
三
十
六
年
政
令
第
四
百
五
号

事
務
所
を
設
置
し
な
い
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

）

て
い
る
事
務

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と

五
十
年
政
令
第
二
百
七
号
）

さ
れ
て
い
る
事
務

　
　
附
　
則

こ
の
告
示
は
、

平
成
二
十
四
年
一
月
一
目
か
ら
施
行
す
る
。
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事　　務　　連　　絡

平成23年11，月17日

　　都道府県
各　　政令市

　　中核市

　　特別区

民生主管部局　御中

厚生労働省健康局総務課

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

厚生労働省老健局総務課

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住

民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に基づく事務

処理の特例について

　厚生労働行政につきましては、日頃より多大なるご協力を賜り心からお礼申

し上げます。一さて、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対

処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関す

る法律（平成23年法律第98号、以下r特例法」という。）第5条第1項の規

定に基づく指定県及び指定市町村（以下r避難元団体」という。）から避難住民

に関する事務の届出を踏まえ、同条第3項の規定に基づき、平成23年11月

15日に告示がなされたところです。

　これにより、医療・福祉に関する事務についても避難元団体において処理す

ることが困難な事務であるとして、避難先団体において処理することとされた

ところですが、これらの事務の引き継ぎに当たっての留意点を下記のとおりと

りまとめましたので、貴職におかれましては、その旨御了知の上、貴管下の関

1



係者へ周知をお願いいたします。また、それぞれの事務に係る照会先は別紙の

とおりとなっています。

記

1．予防接種に関する事務について

（1）予防接種事務について

①本告示の対象となる事務について

　　本告示において避難先団体において処理することとなる事務は、法律又は

　政令に基づいて自治体に義務づけをしているもののみであること。

②予防接種の対象者について

　　避難元団体は、届出のあった避難住民に関する情報を避難先団体に提供す

　る必要があるが、その際、当該避難住民の予防接種に関する記録についても

　可能な限り添付して提供すること。

③予防接種に関する記録について

　　避難先団体においては、避難住民に予防接種を行った場合、予防接種に関

　する記録（予防接種法施行令第6条の2）を作成し、避難住民が避難元団体

　に戻った際には、当該団体に情報提供すること。避難住民が別の避難先団体

　に移った場合も、同様に予防接種に関する記録を提供すること。

④実費徴収のあり方について

　　予防接種法第24条に基づく実費の徴収については、各自治体の判断によ

　る取扱がなされており、避難元団体と避難先団体の取扱が異なる場合がある。

　そのため、実費徴収のあり方については避難先団体の取扱によることとし、

　避難住民に対しては、その旨ご理解いただくよう、丁寧な説明に努めること。

（2）健康被害救済事務について（別添参照）

①事務の引き継ぎに当たっての整理について

　特例法第6条第1項に基づく通知（以下、「通知」という。）前に避難元団

体で健康被害救済が行われていたか否かに関わらず、

　ア　　健康被害救済事務について、通知後においては、避難元団体で行われ

　　ていた事務は、その費用負担も含めて避難先団体に引き継がれること。

イ　　避難住民が別の避難先団体に移った場合は、その時点から、移った先

　　の避難先団体で処理すること。

　ウ　避難住民が、避難元団体から避難先団体に住所を移した場合について

2



　は、その時点から、避難元団体で、処理すること。

工　　避難元団体が指定市町村でなくなった場合その他特例法第6条第2項

　の効果が失われた場合においても、ウと同様に処理すること。

②変更交付申請等について

　健康被害救済給付金の国庫補助申請額に変更が生じる場合には、避難元団

体が既に交付決定を受けていれば、避難元団体は減額の変更交付申請を、避

難先団体は増額の変更交付申請を行い、まだ交付決定を受けていない場合は、

避難先団体から交付申請を行うこと。

2．児童扶養手当に関する事務について

（1）　避難元団体は、届出のあった避難住民に関する情報について、福島県

　　等を通じて避難先団体に提供する必要があるため、そめ際、当該避難住民

　　の児童扶養手当に関する記録（児童扶養手当受給資格者台帳の写し等をい

　　う。以下同じ。）についても、可能な限り添付して提供すること。

（2）　避難先団体においては、避難住民の児童扶養手当に関する記録により

　　児童扶養手当受給資格者台帳等を作成し、避難住民が別の避難先団体に移

　　つた場合も、同様に児童扶養手当に関する記録を提供すること。

（3）　避難元団体及び避難先団体の児童扶養手当受給資格者台帳の写し等の

　　送付後の手続きについては、児童扶養手当都道府県事務取扱準則、児童扶

　　養手当市等事務取扱準則及び児童扶養手当町村事務取扱準則の住所変更

　　に係る事務処理と同様に処理するものとし、児童扶養手当受給資格者台帳

　　等の備考欄に特例法による取扱いにより、避難元団体から移管された旨を

　　記入する。また、児童扶養手当証書（児童扶養手当法施行規則様式第11

　　号の2。以下、「証書」という。）を避難住民に交付するときは、従前の証

　　書は効力を失うものである旨及び保有している従前の証書の送付を求め

　　る旨を情報提供すること。

（4）　国庫負担金については、児童扶養手当給付費国庫負担金の申請額に変

　　更が生じる場合であって、避難元団体が既に交付決定を受けているときは、

　　避難元団体は減額の変更交付申請を、避難先団体は増額の変更交付申請を

　　行うこと。他方、避難元団体がまだ交付決定を受けていないときは、避難

　　先団体から交付申請を行うこと。

（5）　避難先団体は、避難元団体から通知があった目の属する月の翌月分か

　　ら手当を支給するものとする。

　　　なお、避難先団体と避難元団体の支払いが重複しないよう、連携を図っ

　　て対応すること。
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3．保育の実施に関する事務について

（1）保育所入所に関する事務について

　　本特例措置により、避難先団体は、避難住民である乳幼児又は児童に保

　育に欠けるところがある場合であって、その保護者から申し込みがあった

　　ときは、保育所において保育しなければならないこととなる。この場合の

　入所手続きの事務については、避難先団体に住所地を置く住民と同様の取

　扱いとすること。
（2一j保育所運営費国庫負担金に関する事務について

　　保育所運営費国庫負担金については、避難先団体において、交付申請（変

　更交付申請）又は事業実績報告を行う際に、本特例措置により受け入れてい

　る児童数を含めて国庫負担金の申請を行うことにより交付がなされること

　となる。

　　なお、今後、本特例措置の対象となる児童の歎、年齢等の情報が必要とな

　ることが考えられるため、必要な情報を把握していただくようご留意願いた

　い。

（3）保育所徴収金（保育料）に関する事務について

　　本特例措置の対象となる児童の保育料については、避難先団体の保育料の

　規定に基づき決定することとなる。当該決定を行うに当たり、必要となる情

　報（所得税額、市町村民税、各種の減免措置の有無及び必要な書類等）につ

　いては、避難元団体に照会を行う等、適切に対応をすること。

　　また、現に避難先団体で保育を受けている児童で、避難元団体において

　東日本大震災に伴う保育料の減免を行っていた場合については、安心こど

　　も基金による保育料減免事業の対象とし、保育料負担が増加しないよう措

　置するなど、本特例措置の実施により避難住民に不利益が生じないよう、

　避難先団体においても特段の配慮をお願いしたい。なお、避難先団体で東

　　日本大震災に伴う保育料の減免を行い、安心こども基金による保育料減免

　事業を活用する場合は、避難先団体より避難先団体の所在する都道府県に

　対して保育料減免事業の申請を行うこと。

4　乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務について

　本特例措置により、避難先団体は、避難住民である乳幼児及び妊産婦等に対

　して、健康診査及び保健指導等を実施することとなる。この場合の手続きの事

務については、避難先団体に住所地を置く住民と同様の取扱いとすること。
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　また、当該事務を実施するに当たり、個人情報の取り扱いに十分留意した上

で必要な情報を避難元団体と共有する等、避難住民の正確な情報の把握に努め

ること。

　なお、妊婦健康診査のうち、妊婦健康診査支援基金（以下「基金」という。）

で対応している分（9回分の1／2）について、本特例措置により追加費用が

生じた場合は、現状の基金を活用すること。

5．特別児童扶養手当等に関する事務について

（1）特別児童扶養手当に関する事務について

①　避難元団体は、届出のあった避難住民に関する情報を避難先団体に提供す

　る必要があるため、当該避難住民の特別児童扶養手当に関する記録について

　も、可能な限り添付して提供すること。

②　避難先団体においては、避難住民の特別児童扶養手当に関する記録により

　受給資格者名簿等を作成すること。また、避難住民が別の避難先団体に移る

　場合においても、①の場合と同様に、特別児童扶養手当に関する記録を提供

　すること。

③　避難元団体及び避難先団体での特別児童扶養手当に関する事務の引き継

　ぎについては、「特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則について（昭和50

　年8月13日児発第532号の2厚生省児童家庭局長通知）」及び「特別児童

　扶養手当市町村事務取扱準則について（昭和50年8月13日児発第532号

　の2厚生省児童家庭局長通知）」の住所変更に係る事務処理と同様に処理す

　るものとし、受給資格者名簿等の備考欄には、特例法による取扱いにより避

　難元団体から移管された旨を記入すること。

④　避難元団体が特別児童扶養手当事務取扱交付金の交付決定を既に受けて

　いる場合には、同団体は減額の変更交付申請を行うこと。一方、避難先団体

　においては、増額の変更交付申請を行うこと。

　　なお、交付決定をまだ受けていないのであれば、避難先団体から交付申請

　を行うこと。

⑤　特別児童扶養手当の支給に当たっては、避難先団体と避難元団体の支払い

　が重複しないよう、情報連携を確実に行うこと。

（2）障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する事務について

①　避難元団体は、届出のあった避難住民に関する情報を避難先団体に提供す

　る必要があるため、当該避難住民の障害児福祉手当又は特別障害者手当に関

　する記録についても、可能な限り添付して提供すること。
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②　避難先団体においては、避難住民の障害児福祉手当及び特別障害者手当に

　関する記録により受給者台帳を作成すること。また、避難住民が別の避難先

　団体に移る場合においても、①の場合と同様に、障害児福祉手当又は特別障

　害者手当に関する記録を提供すること。

③　避難元団体及び避難先団体での障害児福祉手当及び特別障害者手当に関

　する事務の引き継ぎについては、r障害児福祉手当及び特別障害者手当等事

　務取扱細則準則について（昭和60年12月28目社更第161号厚生省社会

　局長通知）」の住所変更に係る事務処理と同様に処理するものとし、受給者

　台帳の備考欄には、特例法による取扱いにより避難元団体から移管された旨

　を記入すること。

④　避難元団体が障害児福祉手当及び特別障害者手当給付費国庫負担金の交

　付決定を既に受けている場合には、同団体は減額の変更交付申請を行うこと。

　一方、避難先団体においては、増額の変更交付申請を行うこと。

　　なお、交付決定をまだ受けていないのであれば、避難先団体から交付申請

　を行うこと。

⑤　障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に当たっては、避難先団体と避

　難元団体の支払いが重複しないよう、情報連携を確実に行うこと。

6．障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務について

（1）事務の引き継ぎについて

　本告示において避難先団体において処理することとなる事務は、通常の支給

決定事務と同様であることから、特段の引き継ぎは必要ないと考えているが、

避難先団体において支給決定を実施するに当たり、避難元団体が提供する避難

住民に関する情報以外に必要な情報等がある場合には、情報連携を柔軟に行う

こと。

（2）国庫負担金の請求について

　本告示による自立支援給付費については、通常の給付費請求の流れと同様で

あることから、本年度に受け入れた避難住民の自立支援給付費については、翌

年度の事業実績報告による精算交付で対応すること。

7．養護老人ホーム等への入所措置に関する事務について

　避難者に関する情報については、避難元指定市町村から福島県を通じて避難

先市町村に提供されるので、避難先の各市町村において、必要に応じて措置手
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続きを行っていただきたい。

8．介護予防等のための地域支援事業に関する事務について

（1）事務の引継ぎにおける留意事項

　避難先団体は、特例事務に係る必要な情報を個人情報の取り扱いに十分留意

した上で指定市町村と共有するなど、避難住民の正確な情報の把握に努めてい

ただきたい。

（2）国庫補助負担金等に係る手続きについて

①国庫負担分について

　　変更交付申請にて対応するので、避難先団体は地域支援事業交付金交付要

　綱8の規定に基づき1月末日までに手続きいただきたい。

　（当該申請に係る手続きについては、12月初旬に事務連絡を発出予定。）

　※本告示に伴う事務連絡ではなく、毎年定例的に発出しているもの。

②都道府県負担分について

　国庫負担分と同様に、避難先団体を包括する都道府県へ手続きいただきたい。

　　※　国庫負担分及び都道府県負担分ともに、当初交付決定額にて不足する場合のみ

　　手続きいただきたい。

9．要介護認定等に関する事務について

　避難先団体で認定事務を処理する際の取扱いについては、別途事務連絡を

発出する。
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（別紙）

医療・福祉に関する事務の照会先

事務処理名 担当課 連絡先

予防接種に関する事務
健康局結核感染症課予防接種室

ｲ査管理係
03－3595－2257（直通）

児童扶養手当に関する事務

雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

齊q家磨等自立支援室扶養手当

W

03－3595－3112（直通）

保育の実施に関する事務
雇用均等・児童家庭局保育課

驩謦ｲ整係／運営費係
03－3595－2542（直通）

乳幼児、妊産婦等への健康診

ｸ、保健指導に関する事務

雇用均等・児童家庭局母子保健課

齊q保健係

一〇3－3595－2544（直通）

特別児童扶養手当等に関する

末ｱ

社会・援護局障害保健福祉部企画

ﾛ手当係
03－3595－2389（直通）

障害者、障害児への介護給付

凾ﾌ支給決定に関する事務

社会・援護局障害保健福祉部障害

沁ラﾛ企画法令係
03－3595－2528（直通）

上記事務のうち、障害程度区

ｪの認定に関する事務

社会・援護局障害保健福祉部精神

瘧Q保健課障害程度区分係
03－3595－2307（直通）

養護老人ホーム等への入所措

uに関する事務
老健局高齢者支援課予算係 03－3595－2888（直通）

介護予防等のための地域支援

幕ﾆに関する事務

老健局振興課介護サービス振興

W
03－3595－2889（直通）

要介護認定等に関する事務 老健局老人保健課介護認定係 03－3595－2490（直通）
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事　　務　　連　　絡

平成23年12月21日

各都道府県介護保険主管部（局）　御中

厚生労働省老健局老人保健課

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための

避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

　に基づく要介護認定等の事務の取扱いに関する疑義解釈について

　東日本大震災の被災者等への必要な介護保険サービスの確保については、多

大なご配慮、ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため

の避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律（平

成23年法律第98号）第5条第1項の規定に基づく、指定県及び指定市町村

からの避難住民に関する事務の届出を踏まえ、同条第3項の規定に基づき、平

成23年11月15日に告示されたところです。

　今般、その取扱いに基づき避難住民のいる市区町村において、避難住民に対

する要介護認定等の事務処理を実施するにあたり、別紙の通り疑義解釈をまと

めましたので、管内市区町村等に周知いただきますようお願いします。



（別紙）

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための

避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

　　に基づく要介護認定等の事務の取扱いについて（疑義解釈）

1．東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避

難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律（以下

　「原発避難者特例法」という。）に基づき、指定市町村から避難住民に関す

る通知がされた場合、避難先市区町村では、要介護認定等の事務を全て処理

しなければならないのか。

（答）

　原発避難者特例法に基づき、総務省告示第488号で告示された事務（以下

「特例事務」という。）について、指定市町村から避難住民の氏名等の通知が

あった場合、避難先市区町村は、当該避難住民に関する特例事務を処理するこ

ととなるが、指定市町村等の実情に合わせて、これまでお示しした要介護認定

等の事務の取扱いも含め対応いただきたい。

2　要介護認定等の申請時において、介護保険被保険者証（第2号被保険者に

ついては医療保険被保険者証等）を所持していない場合でも、申請を受理し

て差し支えないか。

（答）　　　　　　　　　　　　　　　　　、　＝

　お見込みのとおり、申請を受理し要介護認定等の手続を行っても差し支えな

い。

3　要介護認定等の結果の通知について、通知名は、避難先市区町村と指定市

町村のどちらの名称で通知すればよいか。

（答）

　避難先市区町村名で通知いただきたい。

　なお、参考までに、別添のとおり要介護認定等の結果通知書の例を示したの

で、適宜参照されたい。

4．審査請求は、いずれの都道府県で受けることになるのか。

（答）

　審査請求は、介護保険法第191条により、要介護認定等の処分を行った市

町村をその区域に含む都道府県に対してすることになっていることから、避難

先市区町村をその区域に含む都道府県において、審査請求を受けることになる。



5　要介護認定等の認定結果は、認定支援ネットワークを通じて必要事項を国

に報告することとされているが、避難先市区町村で認定した避難住民の認定

結果の報告は、避難先市区町村と指定市町村のどちらが行うのか。

（答）

　保険者は指定市町村であることから、認定支援ネットワークヘの報告は指定

市町村から行っていただきたい。

6．要介護認定等の有効期間の満了をむかえる方に対する更新認定の申請手続

きの連絡については、どのように取り扱ったらよいか。

，（答）

　いわゆる「更新申請のお知らせ」については、法律または政令により義務づ

けされた事務処理ではないが、そのような事務であっても原発避難者特例法第

10条第1項の規定により、避難住民に対しても行うよう努めることとされて

いることから、可能な限り配慮願いたい。

7．要介護認定等の結果が含まれている受給者台帳情報の国民健康保険団体連

合会への送付は、避難先市区町村と指定市町村のどちらが行うのか。

（答）

　保険者である指定市町村から国民健康保険団体連合会へ行っていただきた

い。


